令和８年度　内子町商工会創業支援金事業　実施要領
１．事業目的
内子町内で開業しようとする事業者の開業負担の軽減並びに内子町商工会（以下本会）への加入促進と、開業以前からのフォローアップを含めた支援を実施することによって、本会への帰属意識の向上と会員数の増大を図る。
２．対象者

本会地域内で開業しようとする事業者、若しくは開業後１年以内（税務署に開業届を提出済）で、正会員及び定款会員資格を有する者
３．対象となる期間
　令和８年４月１日～令和９年３月３１日
４．支援対象

　対象者のうち、その年度内に以下の書類等を提出・納入する者
　①加入申込申請書（様式１）
　②商工会費振替依頼書
　③開業届（既に提出済みの場合はその控え）

　④加入金

　⑤会費

　⑥誓約書（別添）
　⑦全部事項証明書（法人の場合）
　⑧その他必要と認められた書類等
５．支援金等
　３万円
　また、開業日以前より本会の支援等を受け、開業に至った場合には、希望により開業日に花輪を贈呈する。
６．助成金の支払い
４において必要な書類等の提出・納入が確認され次第、速やかに指定の口座に振込む。
７．その他

　本助成金は１事業者あたり1回を限度とし、同一人若しくは同様と認められる者の再度の開業については対象としない。

（別添）

誓　約　書

　内子町商工会創業助成金を受領後、５年以内に特別の理由なく任意脱会の折は、創業支援助成金３万円をその年度内に返金いたします。

内子町商工会　会長　様
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